
教育・保育提供区域の設定について（案） 

 

１．教育・保育提供区域の定義 

計画の策定にあたり、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育や保育を提供

するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、市が定める区域をいう。 

 

２．教育・保育提供区域設定の必要性 

幼稚園や保育園などの「教育・保育」、ファミリーサポートセンターなどの「地域子ども･

子育て支援事業」などの事業計画、あるいは認定のために設定する区域のことをいう。 

 

３．子ども・子育て支援事業計画における教育・保育提供区域の考え方 

区域の設定にあたっては、子どもやその保護者の置かれている環境その他の事情を勘案して

定める必要があります。 

「加賀市総合計画」や「加賀市介護保険事業計画」では、地域の実情に応じた日常生活圏域

として、7つの地域が設定されています。 

しかしながら、幼稚園や保育園等を経て、居住している区域で就学していくことを考慮する

必要性もあることから、本市においては、市内の 6中学校区単位を「教育・保育」及び「地域

子ども･子育て支援事業」に共通した区域とし、事業の性質上、区域の設定になじまないもの

については全市１区域としたいと考えています。 

 

 

 

※区域別の 0～5 歳人口は、加賀市統計より。 

区域 人口 0～5 歳 世帯数 

0～5

歳人口

構成比 

幼稚園 保育園 

定員計 
入 園 

児童数 
充足率 

私立 市立 私立 

全市全市全市全市    70,88570,88570,88570,885    3,0573,0573,0573,057    28,91628,91628,91628,916    4.2%4.2%4.2%4.2%    1111    17171717    13131313    2,8102,8102,8102,810    2,3362,3362,3362,336    83.1%83.1%83.1%83.1%    

錦城 18,131 643 6,978 3.8% 1 4 3 770 568 73.8% 

橋立 3,014 113 1,125 3.4%  1  95 75 78.9% 

片山津 9,604 435 4,195 4.5%  3 1 400 341 85.3% 

東和 14,290 730 5,555 5.3%  2 2 535 495 92.5% 

山代 17,440 812 7,608 4.2%  5 5 720 610 84.7% 

山中 8,406 324 3,455 3.6%  2 2 290 247 85.2% 
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